
平成 22 年 8 月 10 日 16 時 30 分

国土交通省 中部地方整備局

災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ（最終報）

１．件 名

大雨による土砂崩れ通行止めについて

【片側交互通行解除】 一般国道２１号 岐阜県可児郡御嵩町次月地内

２．内 容

7 月１５日の大雨による土砂崩れにより一般国道２１号岐阜県可児郡御嵩町次月地内

において、片側交互通行に移行しておりましたが、応急復旧工事が完了しましたので、

１７時より、片側交互通行を解除し、全面通行可能になります。

【解除区間】

一般国道２１号 岐阜県可児郡御嵩町次月地内（１０．９ｋｐ付近）

【経緯】

・７月１５日 １９：５０ 全面通行止め

・７月１６日 ９：２０ 片側交互通行へ移行

・８月１０日 １７：００ 片側交互通行解除（全面通行可）

３．配布先

中部地方整備局記者クラブ

４．問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 道路部交通対策課 課長 加納 行雄
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位置図

仮設防護柵設置状況

片側交互通行解除箇所


